
 

 

 

 

令和６年１月定例会 

宇土市教育委員会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇土市教育委員会 
 

 

 

 

 

 



１．日  時  令和６年１月１２日（金）午前９時３０分開議 

 

２．場  所  宇土市役所３階 庁議室 

 

３．出席委員  太田 耕幸教育長  近藤 修教育長代理  白井 正晴委員   

岳元 さよ子委員  黒田 須美子委員 

 

４．欠席委員  無 

 

５．職務のために出席した者 

        教育部長兼図書館長 野口 泰正  学校教育課長 本堀 武史 

指導主事 坂口 隆弘  学校教育課総務係長 浅野 正二 

生涯活動推進課長 西山 祐一  文化課長 淵上 真行 

給食センター所長 渡辺 勇一  中央公民館長 赤澤 憲治 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

議事日程 

  １ 会議録署名委員の指名 

   ２ 会期の決定 

   ３ 議案第１号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

専決第６号 損害賠償額の決定について 

   ４ 議案第２号 学校給食センター給食物資納入指定業者の選定について 

   ５ 議案第３号 特別支援学級等への転籍について  

報告事項 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長      令和６年１月教育委員会定例会会議を開会いたします。 

      本日は、４人の委員が出席でありますので、この会議は成立いた

します。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

日程第１ 

太田教育長      本日の会議録署名委員の指名をいたします。 

会議録署名委員に近藤委員・白井委員を指名いたします。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

日程第２ 

太田教育長      本日の１月教育委員会定例会の会期を１日とします。 

御異議ございませんか。 

           （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

太田教育長      異議ないものと認めます。 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 



日程第３ 

 

太田教育長      最初に、生涯活動推進課長から説明をお願いします。 

 

生涯活動推進課長   （提案理由等説明） 

 

（質疑） 

近藤委員       昨年4月から12月までの会議には、以前の課長が出席していたので

しょうか？ 

生涯活動推進課長   この会議は、例年、年度末の2月か3月頃に開催しますので、昨年4

月から12月までは会議はありません。そのため遅くなりましたが、

今回の定例会で議案として提案させていただきました。 

岳元委員       会議は無かったかもしれないが、緊急的に会議やその他この委員

に業務は発生しないのか？例えば、ジュニアスポーツに関して事

故や事件が発生した場合は、この会議で報告や検討を行わないの

か？  

生涯活動推進課長   この会議では、主に当該年度の進捗状況の報告が主で、緊急時に

発生した事案については、別の委員会が対応します。 

黒田委員       任期はいつまでですか？  

生涯活動推進課長   任期はありません。この委員会を立ち上げた目的を達成するまで

継続します。 

 

≪採決≫（原案のとおり） 

  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

日程第４ 

太田教育長      続いて、給食センター長から説明をお願いします。 

 

給食センター長    （提案理由等説明） 

 

（質疑） 

近藤委員       要綱第2条第1項第1号の営業許可証は、個人営業でも持っているの

ですか？ また、要綱第3条第1項第5号の「確実な資本金で経営さ

れていること」はどうやって確認するのですか？ 

給食センター長    個人営業でも営業許可証は取られていますので、そちらを提出し

ていただきます。また、経営状態ですが、確定申告書の写し等を

提出していただき、確認を行っています。 

白井委員       要綱第3条第1項第1号で、市内業者に限定していますが、市内に無



い場合はどうするのですか？また、要綱第4条第3項に、指導する

とありますが、どのような指導をするのですか？  

給食センター長    まず、最初に、原則、市内業者ですが、市内に取り扱いが無い場

合は、要綱第3条第1項第1号のただし書にありますとおり、市外で

も取り扱っております。次に、指導内容ですが、まず、当該業者

を呼び出し、顛末書を提出してもらっています。 

白井委員       過去に例えば、肉の納入業者が複数いると思うのですが、交代で

納入した際に、品質が明らかに違う業者とかはないのですか？ 

給食センター長    品質に関しては、栄養士が必ず確認していますので、問題はあり

ません。また、肉の納入業者同士で肉部会という納入組合を作ら

れ、そこで、ある程度の品質は保たれていると思われます。 

           野菜についても同様に、野菜部会が結成されています。 

近藤委員       要綱第3条第1項第7号の暴力団関連で、申請者の親族が暴力団等だ

ったら、どうなるのでしょうか？また、他の自治体では、納入業

者が経営破綻して給食が提供できない事態が発生したが、宇土市

は大丈夫か？ 

給食センター長    宇土市暴力団排除条例第2条第4号ウに、暴力団等が親族関係を通

じその事業活動の継続に相当な影響を及ぼすと認められるときは、

該当しますので、資産基準に反すると思われます。また、経営破

綻については、先ほどの肉部会や野菜部会等がありますので、1

社が破綻しても他の事業者で補填できる仕組みとなっています。 

白井委員       要綱第5条第3項の有効期間は、1年間だけで、毎年申請するのです

か？ 

給食センター長    その通りです。これまでと同様です。 

黒田委員       地元から、みかんやノリの提供がある場合は、どのようにして手

に入れるのか？ 

給食センター長    食べ物の寄附は、基本、既に納入業者として登録していただいて

いる業者を通じて、提供していいただきます。例えば、ノリであ

れば、㈲住吉海苔本舗や、野菜に関しては、合同会社U.T.O.から

提供していただいております。 

近藤委員       ということは、突然、品物を持ってきて渡してもダメってことで

すか？ 

給食センター長    その通りです。事前に納入業者としての登録が必要となります。

そのうえで提供された品物の品質を担保しています。 

白井委員       様式第1号（第2条関係）学校給食用物資納入業者登録申請書の最

初の空白には何が入るのか？ 

給食センター長    個別の物資名が入ります。例えば、「醤油」等。 

近藤委員       同じ申請書ですが、印鑑まで要求しますか？ 



給食センター長   押印をお願いする予定です。 

 

≪採決≫（原案のとおり） 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

日程第５ 

議案第３号      非公開 

 

≪採決≫（原案のとおり） 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

太田教育長    本日の日程は全て終了しましたので、令和６年１月の定例教育委員会

員会を閉会します。 

          

― 閉会 ―（午前１０時５５分） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

報告事項【各課行事予定】 

教育部長     ・能登半島地震について 

         ・1月臨時議会について 

学校教育課長   ・スケジュールについて 

指導主事     ・定例報告 

         ・教職員の辞令交付式について 

生涯活動推進課長 ・ハートフルフェスタについて 

         ・熊日駅伝について 

 

 

岳元委員     12月にいじめが発生したということですが、その月は人権学習の期間

ではないでしょうか？その期間中に起こったということを学校側も

重く受け止めて対応してほしい。 

指導主事     校長会を通じ周知と、道徳教育の在り方については、指導員を通じ指

導を行います。 

黒田委員     ペアレント・トレーニング等、子育て支援課の事業であるので、活用

して欲しい。 

 

議事録署名 

         委員  近藤 修 

委員  白井 正晴 


